
    江別市消防長告示第６号 

 

消防法施行規則（昭和３６年自治省令第６号）第１２条第１項第８号ㇵの規定に基づき

、消防長が指定する防火対象物を下記のとおり告示する。 

  

  令和３年３月３１日 

 

江別市消防長 内 山  洋 

 

消防法施行規則（以下「省令」という。）第１２条第１項第８号ㇵ（省令第１４条第１

項第１２号、第１６条第３項第６号、第１８条第４項第１５号、第１９条第５項第２３号

、第２０条第４項第１７号、第２１条第４項第１９号、第２２条第１１号、第２４条第９

号、第２４条の２の３第１項第１０号、第２５条の２第２項第６号、第２８条の３第４項

第１２号、第３０条第１０号、第３０条の３第５号、第３１条第９号、第３１条の２第１

０号及び第３１条の２の２第９号において準用する場合を含む。）の規定に基づき、消防

長が指定する防火対象物は、次に掲げるものとする。 

 

１ 令別表第１(1)から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火

対象物で、次のいずれかに該当するもの 

(1) 地階を除く階数が１１以上であり、かつ、延べ面積が１０，０００㎡以上のもの 

(2) 地階を除く階数が５以上１０以下であり、かつ、延べ面積が２０，０００㎡以上の

もの 

２ 令別表第１(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで及び(16)項ロに

掲げる防火対象物で、地階を除く階数が１１以上であり、かつ、延べ面積が１０，００

０㎡以上のもののうち、次のいずれかの設備が設置されているもの 

(1) 令第１２条第１項の規定に基づくスプリンクラー設備 

(2) 令第１３条第１項の規定に基づく水噴霧消火設備、泡消火設備（移動式を除く。）

、不活性ガス消火設備（移動式を除く。）、ハロゲン化物消火設備（移動式を除く。

）又は粉末消火設備（移動式を除く。） 

３ 令別表第１(1)項から(16)項までに掲げる防火対象物で、地階の床面積の合計が、５

，０００㎡以上のもののうち、次のいずれかの設備が設置されているもの 

(1) 令第１２条第１項の規定に基づくスプリンクラー設備 

(2) 令第１３条第１項の規定に基づく水噴霧消火設備、泡消火設備（移動式を除く。）

、不活性ガス消火設備（移動式を除く。）、ハロゲン化物消火設備（移動式を除く。

）又は粉末消火設備（移動式を除く。） 

 

附 則 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

 


